
知多市小規模企業等振興資金等融資保証料補助金の手続きについて（経済環境適応資金）

【環創】　創業等支援資金　保証料補助金交付の流れ

　①融資の申込み

　②保証申込み

　③保証決定

　④融資実行

　⑤必要書類の写しを提出（☆）

　⑥補助金申請書兼実績報告書、請求書の送付

　⑦補助金申請書兼実績報告書、請求書の記入

　⑧補助金申請書兼実績報告書、請求書の提出（※）

　⑨交付決定の通知、補助金の支払い

（☆）市への書類審査時　必要書類（１～４は写しでも可）
　　１．創業計画書
　　２．信用保証書
　　３．金銭消費賃貸借契約証書
　　４．開業届出書等、市内で開業していることが確認できる資料
　　５．個人情報の提供に関する同意書

（※）融資実行後、３０日以内に書類審査を受けた上で、補助金申請書兼実績報告書を提出する必要
　　　があります。書類審査は、概ね３日程度かかります。
（※）融資の実行がされた事業者であっても、市内に主たる事業所を有していることが確認できない場合は、
　　　補助対象外となります。

＜保証料補助金の計算方法＞

※100円未満、切捨て

問合せ先
　知多市役所　商工振興課　商工担当
　　TEL：０５６２－３６－２６６２　（直通）
　　FAX：０５６２－３２－１０１０

65,000円以下 全　　　　額

65,000円を超えるとき
信用保証料のうち65,000円を超える額の2分の1に65,000円
を加算した額、または120,000円のいずれか少ない方の額

利用者 金融機関 市 信用保証協会

信用保証料 補助金

書類審査


